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新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、施設の臨時休館又は、イベントを中止することがありますのでご理解願います。

　町内への定住促進を図るため、住宅を取得した方に対して支援金を交付する制度を行っています。

〇対象となる方（全てを満たす必要があります。）
　• 住所が「しらさぎ 1～ 3丁目」「天神町」の地区に新築、また
は建売住宅を購入された方、もしくは町内に中古住宅を購入さ
れた方

　•今年初めて住宅の固定資産税が課税された方
　•夫婦どちらかが 40歳未満である方
　•自治会に加入している方

その他にも要件等があります。詳しくは、町ホームページでご確認ください。

上三川町定住促進住宅取得支援金のご案内

▼問い合わせ先＝建築課　住宅係　☎569145

▼問い合わせ先＝健康福祉課　福祉人権係　☎569128

　全国人権擁護委員連合会では、昭和 24年 6月 1日に人権擁護委員法が施行されたことから、この
日を「人権擁護委員の日」と定めています。
　人権擁護委員は、地域の方の身近な相談相手として人権相談を受け、問題解決のお手伝いや法務局
と協力して人権侵害による被害者の救済をしています。
　また、多くの方に人権について関心を持っていただけるように啓発活動を行っています。21世紀
は「人権の世紀」とされており、一人一人が人権を尊重することの重要性を正しく認識し、これを前
提としてすべての人の人権が保障され、相互に尊重し合い共存できる豊かな社会の実現に向けて活動
を展開しています。
　町では、次のとおり特設相談所を開設し人権擁護委員が相談に応じています。相談は無料で、秘密
は守られますのでお気軽にご相談ください。

▼日時＝ 5月 31日 ( 火 )　午前 9時～正午
▼場所＝上三川町役場　町民相談室
▼町の人権擁護委員＝
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6月1日は「人権擁護委員の日」
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新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、施設の臨時休館又は、イベントを中止することがありますのでご理解願います。

▼問い合わせ先＝ JAうつのみや上三川野菜集荷所　☎566688
　　 農政課　農産園芸係　☎569138

▼日時＝ 6月 14日（火）・15日（水）午前 8時 30分～午後 3時
　　　　※正午～午後 1時の時間帯の持ち込みは極力ご遠慮ください。
▼内容＝ 14日（火）

❶ 農業用ポリエチレン（スーパーソー
ラー・ベジタロン・クリンテート・トー
カンエース・ユーラックなど）
❷グリーン、黒マルチなど
❸灌

かんすい

水チューブ
❹農薬空きボトル・空き袋
※ よく洗浄・乾燥し、ラベルを完全に
はがし、半透明のゴミ袋に入れて搬
入してください。守られていない場
合は、回収できません。

15日（水）
❺ 農業用ビニール（クリーンエース・キ
リナイン・ノンキリー・ハイヒット・
モヤレス・キリサラバなど）
※ 種類ごとに回収を実施します。必ず❶
～❺に分別のうえつづら折りにし、同
質材のヒモではずれないよう 2か所を結束し、指定された日に搬入してください。
これ以外は、回収することができません。廃プラスチック等に金属等（針金など）
がついている場合は必ず取り除いてください。

▼場所＝ JAうつのみや上三川野菜集荷所（上蒲生 378番地）
▼処理負担金＝重量負担 50円／ kg（100円未満切捨て）

回収時に現金支払いになります。
▼その他＝ 委任状が必要になりますので、必ずはんこ（シャチハタ不可）

をお持ちください。
廃棄物処理法により、野焼きや不法投棄をすると、罰則の
対象となります。

農業用廃プラスチック等回収（分別収集）を実施


